
 

現行の健康保険証の写しは、有効期間中に限り有効とします。 

 

 資格確認書  

 
※流山市立小中学校に在籍している子の「健康保険の資格確認書

等」の写しは貼付不要です。 

被扶養者（第１子・第２子）のうち、

流山市立小中学校に通っていない子

マイナンバーカードを

保有しかつ保険証情報を登録済

・マイナンバーカードを紛失中

または未取得者

・マイナンバーカードを有してい

るが、保険証情報が未登録者

【健康保険証情報】
を添付

※マイナポータルへアクセスし印刷

【資格確認書】
の写しを添付

※資格確認書の発行は、ご加入されて

いる健康保険組合にお問い合わせ

下さい。

 

の り し ろ 

健康保険証情報又は資格確認書の貼付欄 

【参考】添付資料のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類は裏面に貼付  


